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綾 部 市 
AYABE CITY 

資料② 

 

令和７年４月２２日 

 
 

市は５月１１日、上野町の旧綾部幼稚園施設を活用して整備した、こども発達支援

施設「あいむ」の竣工式を開催する。 

同施設は、発達に支援が必要な子どもとその家族、子どもが通う学校や保育所等に

対し、切れ目の無い一貫した支援を提供するなど、子どもの発達を総合的に支援する

体制の強化・充実を図ることを目的に整備。児童発達支援や放課後等デイサービスな

どの機能を一元的に備えている。施設は、５月１２日に供用を開始する。 

 また、同施設の開設に伴い、市は４月２８日から、こども家庭センターの窓口を保

健福祉センター（青野町）内に一本化する。市では、令和６年度に「こども家庭セン

ター」を設置し、全ての妊産婦、子ども、子育て世帯への一体的な相談支援を行って

いる。現在、市役所西庁舎で児童相談業務、保健福祉センターで母子保健業務を行っ

ているが、児童相談業務を保健福祉センターへ移転。窓口を一本化することで、さら

にきめ細やかに連携し、早期の支援につなげる体制を強化する。 

 

記 
 

○竣工式 

日 時  ５月１１日（日）午前１０時～１１時 

場 所  こども発達支援施設「あいむ」 

遊戯室（上野町） 

内 容  市長あいさつ、工事概要報告、 

感謝状贈呈、テープカットなど 

 

○内覧会（報道機関向け） 

 日 時  ５月８日（木）午後１時～３時 

 場 所  こども発達支援施設「あいむ」（上野町） 

 内 容  施設の説明、見学 

 

○概要 

【事業概要】 

 ・事業年度  令和５年度～６年度 

 ・整備概要  鉄筋コンクリート造一部木造平屋建て 延べ床面積８８９．７９㎡ 

旧綾部幼稚園の保育室棟・遊戯室の改修、管理棟新築、 

電気設備工事、太陽光パネル設置等 

 ・総事業費  約４億８千万円 

 

 

 

 

こども発達支援施設「あいむ」の竣工式を開催＝５月１１日 

８日に内覧会を実施 
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【施設概要】 

 ・名  称  綾部市こども発達支援施設「あいむ」 

 ・所 在 地  綾部市上野町上野１２９番地 

 ・主な機能  活動室４室、遊戯室、相談室２室、検査室、会議室、事務室など 

 ・事業内容  児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援

事業など 

・利用対象者 

児童発達支援事業    ・・・概ね１歳から就学前までのこども 

放課後等デイサービス事業・・・小学校１年生から６年生までのこども 

保育所等訪問支援事業  ・・・保育園、こども園、幼稚園、学校、放課後 

学級などに在籍しているこども 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

こども支援課 課長 四方和加美 電話０７７３（４２）４２５１ 

○事業の経過 

・市ではこれまで、青野町の保健福祉センターの一室を、発達に支援の必要な子ど

もの「療育教室」として運営してきた。 

・近年、保護者が子どもの早期療育を希望するようになり、利用者が大幅に増加。 

・関係者や保護者から、広い場所での療育教室の要望や、就学後の児童の受け入れ

の要望があった。 

・このことから場所の検討を重ね、旧綾部幼稚園を子どもの発展的利用施設として、

新たに「こども発達支援施設」を整備することを決めた。 

 

○ポイント 

・こども発達支援施設「あいむ」の整備に向けて、令和５年度から、保育士、作業

療法士を確保し始め、保健師の配置や会計年度職員の増員など大幅に専門職の配

置を増やした。 

・十分なスペースでのびのびと体を動かす場所と、落ち着いて過ごせる空間の確保

が可能となった。 

・保育所等訪問支援の開始により、通所による支援のほかに、保育所等へ職員が訪

問し子どもへの支援や環境調整への助言などができる。 

・放課後等デイサービスの開始により、これまで満杯状態だった民間事業者ととも

に受け入れ体制を拡充できる。 

・太陽光パネル設置による再生可能エネルギーの活用（電気自動車も設置予定） 

・旧綾部幼稚園が再び子どものための施設としてリニューアルする。 



       
児       童       発       達       支       援       (       療       育       教       室       )       
放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       
保       育       所       等       訪       問       支       援     

       綾       部       市       こ       ど       も       発       達       支       援       施       設       「       あ       い       む       」     

       こ       ど       も       た       ち       み       ん       な       が       安       心       し       て       過       ご       せ       る       よ       う       に       サ       ポ       ー       ト       し       ま       す       。     

       
放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス     

              

発       達       に       支       援       の       必       要       な       小       学       生       の       お       子       
様       に       対       し       て       、       放       課       後       や       夏       休       み       な       ど       の       
休       業       日       に       、       ひ       と       り       ひ       と       り       に       応       じ       た       自       
立       支       援       や       余       暇       支       援       を       行       い       、       社       会       参       加       
を       促       し       て       い       き       ま       す       。     

       
児       童       発       達       支       援       （       療       育       教       室       ）     

              

発       達       に       支       援       の       必       要       な       お       お       む       ね       １       歳       
か       ら       就       学       前       の       お       子       様       に       対       し       て       、       小       集       
団       で       の       遊       び       を       通       し       て       運       動       ・       認       知       ・       言       
葉       ・       社       会       性       な       ど       の       発       達       を       促       し       、       自       信       
や       意       欲       を       育       て       て       い       き       ま       す       。     

       
保       育       所       等       訪       問       支       援     

              

発       達       に       支       援       の       必       要       な       お       子       様       が       通       っ       
て       お       ら       れ       る       保       育       園       や       こ       ど       も       園       、       教       育       
機       関       、       放       課       後       学       級       な       ど       を       専       門       職       員       が       
訪       問       し       、       集       団       生       活       適       応       の       た       め       の       支       援       
を       行       い       ま       す       。     

       令       和       7       年       5       月       1       2       日       (       月       )                   綾       部       市       上       野       町     

       綾       部       市              健       康       こ       ど       も       部              
こ       ど       も       支       援       課              発       達       支       援       担       当     

       【       お       問       い       合       わ       せ       先       】     

              

【       綾       部       市       ホ       ー       ム       ペ       ー       ジ       】       
組       織       か       ら       探       す              →              健       康       こ       ど       も       部       へ       
→              こ       ど       も       支       援       課              →       発       達       支       援       担       当       
の       お       問       い       合       わ       せ       フ       ォ       ー       ム                     か       ら       も       
お       気       軽       に       ご       連       絡       く       だ       さ       い       。     



       利       用       時       間     
       取       得       可       能       な       

証       明       書     

       
放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       
保       育       所       等       訪       問       支       援                                          

に       つ       い       て     

       綾       部       市              健       康       こ       ど       も       部              
こ       ど       も       支       援       課              発       達       支       援       担       当     

       【       お       問       い       合       わ       せ       先       】     

              

【       綾       部       市       ホ       ー       ム       ペ       ー       ジ       】       
組       織       か       ら       探       す              →              健       康       こ       ど       も       部       へ       
→              こ       ど       も       支       援       課              →       発       達       支       援       担       当       
の       お       問       い       合       わ       せ       フ       ォ       ー       ム                     か       ら       も       
お       気       軽       に       ご       連       絡       く       だ       さ       い       。     

       

＊       放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       や       保       育       所       等       訪       問       支       援       は       、       保       護       者       様       か       ら       の       依       頼       に       よ       っ       て       提       供       さ       れ       る              
サ       ー       ビ       ス       で       す       。       サ       ー       ビ       ス       を       利       用       す       る       た       め       に       は       、       申       請       の       手       続       き       や       事       業       所       と       の       面       談       等       を       経       て       、       
自       治       体       で       発       行       さ       れ       た       通       所       受       給       者       証       が       必       要       で       す       。       
＊       放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       の       申       請       時       に       障       が       い       者       手       帳       を       所       持       さ       れ       て       い       な       い       場       合       は       、       医       師       等       に       よ       
る       診       断       書       ま       た       は       意       見       書       が       必       要       で       す       。     

       必       要       な       も       の            ご       利       用       料       金     

       必       要       な       も       の     
       放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       

の       送       迎       に       つ       い       て     

       小       学       校       、       支       援       学       校       、       放       課       後       学       級       、       他       の       放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       事       業       所       等       へ       お       子       様       を       お       迎       え       に       行       き       
ま       す       。       ご       自       宅       か       ら       当       施       設       も       し       く       は       当       施       設       か       ら       ご       自       宅       ま       で       は       、       保       護       者       様       の       送       迎       を       お       願       い       し       ま       す       。     

       放       課       後       等       デ       イ       サ       ー       ビ       ス       
事       業       所     


